
 

企業団千里浄水池の更新に伴う隣接 3 市受配水場の統廃合について 

 

大阪広域水道企業団及び吹田市、豊中市、箕面市は、企業団千里浄水池の更新工事にあわせて、広域化（水平連携）を推進するため、浄水池敷地内 

において、3 市共同ポンプ施設の整備を進める。 

＜骨子＞  １．企業団千里浄水池に隣接する 3 市の配水場を整理する。 

２．最終的には、千里浄水池敷地内に 3 市共同ポンプ施設を整備する。（おおよそ 25 年後） 

３．3 市は、共同ポンプ施設の整備に向けて段階的に進める。（下表参照） 

４．企業団は、共同ポンプ施設整備のため千里浄水池内の敷地を無償で貸付する。 

段階 第 1 段階（平成 32 年度頃）＜第 1 期整備事業＞ 第 2 段階（おおよそ 25 年後） 

整備 

内容 

（吹田市）・蓮間配水池からの給水(自然流下)を千里浄水池直送に切替える。 

     ・豊中市柿ノ木配水場を共同化し、蓮間配水場からの給水(ポンプ圧送) 

を柿ノ木配水場ポンプ施設からの給水(ポンプ圧送)に切替える。 

（箕面市）・千里浄水池敷地内に箕面市のポンプ施設を建設し、船場東受水場 

を移転する。 

（豊中市）・千里浄水池敷地内に自家発電機設備を建設する。 

（吹田市･豊中市･箕面市） 

・千里浄水池敷地内に先行して建設した箕面市ポンプ施設を増築し、吹田

市・豊中市を加えた 3 市共同ポンプ施設として再整備する。 

・吹田市は柿ノ木配水場から、豊中市は柿ノ木配水場及び柿ノ木受水場か

ら 3 市共同施設に移転する。 

ﾒﾘｯﾄ 

（吹田）蓮間配水場の配水機能の廃止と跡地の有効利用（約 6,300m2） 

（豊中）柿ノ木配水場の活用可能な能力の有効利用による経費削減 

（箕面）船場東受水場の受配水機能の廃止と跡地の有効利用 

（豊中）柿ノ木受水場及び柿ノ木配水場の受配水機能の廃止と跡地の有効

利用 

整備 

状況 

 

① 千里浄水池(企業団) 

② 共同ポンプ施設 

③ 蓮間配水場(吹田) 

④ 柿ノ木受水場(豊中) 

⑤ 柿ノ木配水場(豊中) 

⑥ 船場東受水場(箕面) 

   整備される施設 
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 資料 1-4 

平成 27年 7月に企業団 

及び 3 市において覚書 

（資料 1-5 参照）を締結 
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